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令和7年度　町民税・県民税申告の手引き
令和 7年度の町民税・県民税は、令和 6年 1 月 1日から令和 6年 12 月 31日までの 1年間に得た所得に対して課税され
ますので、前年中の所得額及び控除額について申告してください。 
以下の表を参考に、ご自身が町民税・県民税の申告を行う必要があるかご確認ください。申告が必要な方は、この手引
きを参照し、同封の申告書を記入の上、提出してください。できる限り郵送での提出にご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

税務署で確定申告が必要な主な例 
・公的年金等の収入金額が 400万円を超える方 
・公的年金等の収入金額が 400万円以下で、それ以外の所得が 20万円を超える方 
・公的年金等の収入金額が 400万円以下であるが、所得税が源泉徴収されており、医療費控除等により、還付を受け
たい方 

・給与所得者で年末調整を受けていない方（年の中途で退職した方等） 
・給与所得者で年末調整を受けているが、医療費控除等により所得税の還付を受けたい方 
・複数の所得があり、所得税を納税する必要がある方 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和7年1月1日現在、菰野町に住民登録が 
ありますか？ 

令和7年1月1日現在でお住まいの市区町村
へ申告してください。 

はい 

税務署へ確定申告書を提出しますか？ 
はい 

町民税・県民税の申告は原則不要です。 

いいえ 

令和6年中に所得がありましたか？ 
※非課税の収入（遺族・障害年金、失業給
付など）のみの方は「いいえ」へ 

いいえ 

各種手続きに必要な所得証明書の発行や、国民健康保
険等の算定にあたり、申告が必要な場合があります。
（２ページ、「前年中の所得がなかった方へ」参照） 

はい 

はい 

収入は公的年金のみでしたか？ 
公的年金以外の収入は、給与収入のみでしたか？ 
（ほかに非課税の収入のある方も「はい」へ） 
（営業、農業、不動産などの収入がある方は「いいえ」へ） 

いいえ 

はい 

会社で年末調整をされましたか？ 

はい 

医療費控除や年末調整で控除して
いない控除を追加しますか？ 

いいえ 

次の内容に該当しますか？ 
 

…年金収入額　980,000円以下 
65歳以上である（昭和35年1月1日以前生まれ） 
…年金収入額 1,480,000円以下 

いいえ 

いいえ 

公的年金等の源泉徴収票に記載され
ている控除以外で、追加したい控除
がありますか？ 
（医療費控除、社会保険料控除、生
命保険料控除、扶養控除など） 

いいえ 

町民税・県民税の申告は不要
です。 

町民税・県民税の申告が必要
です。 

町民税・県民税の申告は不要です。 
（会社から菰野町に給与支払報告書の
提出がない場合は申告が必要になりま
す。） 

はい 

はい  

いいえ 
いいえ  

はい 

あなたは家族の人の税法上の扶養親族（16歳
未満を含む）ですか？ 

はい いいえ 

65歳未満である（昭和35年1月2日以後生まれ）



（２）

１．郵送で提出 
  封筒に、必要事項を記入した申告書と、添付書類を入れて郵送してください。  
  ※必要な添付書類を右ページの『申告に必要なもの』で確認し、申告書に貼らずに同封してください。 
  ※添付書類と申告書は必ずひとつの封筒に入れて送付してください。添付書類が多い場合は、大きいサイズの封筒で

郵送してください。  
  ※役場窓口は大変混雑するため、できる限り郵送での提出にご協力ください。 
２．役場で提出 

役場本庁舎の税務課又は各地区コミュニティセンターで提出できます。申告時期は窓口が大変混み合うため、長時間
お待ちいただく場合がございますのでご了承ください。 

 前年中の所得がない場合、以下の手続きに影響する場合があるため、町民税・県民税の申告をしてください。
所得がなかった方でも、その理由を「（申告書裏面）所得のなかった方の記入する欄」に記入して提出してください。

 ○国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの算定や軽減判定 
○高額療養費の支給などの医療費の負担関係 

 
○自立支援医療（精神通院・更生医療）の認定 

 
○児童扶養手当や年金の受給 

 
○公営住宅の使用料や保育園などの利用者負担額の算定 

 
○国民年金免除申請 

 
○所得証明書等の証明書発行          など 

 番号法の施行により、申告書や申請書等に個人番号（マイナンバー）の記入と本人確認書類（番号確認書類と身元確認
書類）の提示又は写しの添付が義務付けられました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・　町民税・県民税が課税となる人には、毎年６月中に納税通知書を送付します。また、給与からの天引き（特別徴
収）によって納付する人には、勤務先を通して通知します（勤務先へは５月に送付します）。なお、非課税の人には
納税通知書を送付していません。
・　この手引きは令和７年１月以降に地方税法の改正がありますと内容の一部が変更されている場合がありますので
ご了承ください。詳しくは役場税務課へお尋ねください。

 

 

◆マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方は… 

マイナンバーカードだけで、本人確認（番号確認と身元確認）が可能です。 

◆マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちでない方は… 

以下の２種類の書類により、本人確認（番号確認と身元確認）が可能です。 

＋ 

《ご本人のマイナンバーを確認できる書類》 

●通知カード（カードに記載された氏名・住所等が住民

票に記載されている内容と一致している場合に限る） 

●住民票の写し（マイナンバーの記載があるもの） 

などのうちいずれか１つ 

《記載したマイナンバーの持ち主であることを

確認できる書類》 

●運転免許証 ●公的医療保険の被保険者証 

●パスポート ●障害者手帳 

などのうちいずれか１つ 

 

申 告 方 法

前 年 中 の 所 得 が な か っ た 方 へ

本 人 確 認 書 類

そ の 他

番号確認書類 身元確認書類



 

◎申告書を提出する人の収入や適用する控除ごとに必要なもの 

（注）根拠が確認できない場合は、控除が認められないことがありますので注意してください。 

 項目等 添付又は提示すべき書類 チェック欄 

収
入
に
関
す
る
資
料 

営業等 ・収支内訳書（収入・経費・所得を記入してください。） 
・報酬等の支払調書（外交員報酬などがある場合） 
※そのほか、収入及び経費が分かる帳簿や領収書などが必要です。 
（申告書を郵送する場合は、帳簿や領収書などの添付は不要です。） 

□ 

農業 □ 

不動産 □ 

配当 配当にかかる支払通知書や特定口座年間取引報告書 □ 

給与 源泉徴収票（ない場合は、給与明細などの収入金額が確認できるもの） □ 

雑 

公的年金等 源泉徴収票 □ 

業務 収入金額や経費が確認できる書類など（原稿料等の支払調書、シルバー
人材センターからの分配金支払証明書など） □ 

その他 収入金額や経費が確認できる書類など（個人年金の支払証明書など） □ 

総合譲渡 収入金額や経費が分かるもの □ 

一時 収入金額や経費が分かるもの □ 

控
除
に
関
す
る
資
料 

社会保険料控除 
支払った金額が分かる領収書、支払証明書など 
※窓口払い又は口座引落（年金天引き以外）で納付した社会保険料を控除
に追加するためには申告が必要です。 

□ 

小規模企業共済等 
掛金控除 支払った掛金額の証明書 □ 

生命保険料控除 生命保険料控除証明書 □ 

地震保険料控除 地震保険料控除証明書 □ 

勤労学生控除 学生証又は在学証明書など □ 

障害者控除 障害等級の分かる手帳又は障害者控除対象者認定書 □ 

雑損控除 ・災害等に関連して支出した金額についての領収書など 
・補てん金がある場合は、補てん金額が分かるもの □ 

医
療
費
控
除（

※
１）

 従来の医療費 
控除 

・医療費控除の明細書、医療費通知 
・補てん金がある場合は、補てん金額が分かるもの 
・おむつ使用証明書    など  

□ 

セルフメディケ
ーション税制 

・セルフメディケーション税制の明細書 
・申請者本人が健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取
組を行ったことを明らかにする書類（※２）（インフルエンザの予防接種
の領収書等） 

□ 

寄附金税額控除 寄附金の領収書など □ 
 
（※１）従来の医療費控除かセルフメディケーション税制のいずれか一方を選択して適用を受けることになります。 
（※２）詳しくは国税庁及び厚生労働省のホームページを参照してください。 

 
 
 
 
 
 

（３）

＜お願い＞ 
できる限り郵送での提出にご協力ください。 
なお、添付書類の返却は行っておりませんので、添付書類が必要な方はコピーを添付してください。 

申告に必要なもの



（４）

                     

 

 

  

  

   給与所得の速算表

 公的年金等に係る雑所得の速算表

○　この表は、給与等の収入金額の合計額に対する給与所得の金額を求めるためのものです。

○　この表は、公的年金等に係る雑所得の金額を求めるためのものです。
○　公的年金等に係る雑所得の金額の求め方…「公的年金等の収入金額の合計額」を、年齢区分に応じ、この表の「公的
　年金等の収入金額の合計額」欄に当てはめ、その当てはまる行の右側の「割合」を「公的年金等の収入金額の合計額」
　に掛けて一応の金額を求め、次に、その金額からその行の右側の「控除額」を差し引いた残りの金額が求める公的年金
　等に係る雑所得の金額です。

給与等の収入
金額の合計額

年齢区分 公的年金等の収入金額の合計額 割合

控除額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

（注）

公的年金等に係る雑所得の金額は「０円」となります。

１,０００万円超　
２,０００万円以下

１,０００万円以下

７,７００,０００円超　
１０,０００,０００円超　

１０,０００,０００円以下
４,１００,０００円超　７,７００,０００円以下
１,３００,０００円超　

６００,０００円
２７５,０００円
６８５,０００円
１,４５５,０００円
１,９５５,０００円

５００,０００円
１７５,０００円
５８５,０００円
１,３５５,０００円
１,８５５,０００円

４００,０００円
７５,０００円
４８５,０００円
１,２５５,０００円
１,７５５,０００円

公的年金等に係る雑所得の金額は「０円」となります。
１,１００,０００円
２７５,０００円
６８５,０００円
１,４５５,０００円
１,９５５,０００円

１,０００,０００円
１７５,０００円
５８５,０００円
１,３５５,０００円
１,８５５,０００円

９００,０００円
７５,０００円
４８５,０００円
１,２５５,０００円
１,７５５,０００円

１００％
７５％
８５％
９５％
１００％

１００％
７５％
８５％
９５％
１００％

４,１００,０００円以下
４００,０００円超　１,３００,０００円以下

１０,０００,０００円以下
７,７００,０００円以下
４,１００,０００円以下
３,３００,０００円以下

４００,０００円以下

７,７００,０００円超　
１０,０００,０００円超　

４,１００,０００円超　
３,３００,０００円超　

昭和３５年１月１日以前
に生まれた人
　　（６５歳以上の人）

昭和３５年１月２日以降
に生まれた人
　　（６５歳未満の人）

９００,０００円超　
９００,０００円以下

２,０００万円超

給与所得の金額
未　満以　上

５５１,０００円未満

1,６２０,０００円
1,６２２,０００円
1,６２４,０００円
1,６２８,０００円

０円
給与等の収入金額の
合計額－５５０,０００円

1,０６９,０００円
1,０７０,０００円
1,０７２,０００円
1,０７４,０００円

給与等の収入金額
の合計額÷４（千
円未満の端数を切
り捨て）
（算出金額：Ａ）

1,６１９,０００円

1,６１９,０００円
1,６２０,０００円
1,６２２,０００円
1,６２４,０００円

〔計算例〕給与収入が５,８１２,５００円の場合の給与所得の金額
　　　　　①５,８１２,５００円÷４＝１,４５３,１２５円
　　　　　②１,４５３,１２５円の千円未満の端数を切り捨てる　→　１,４５３,０００円…Ａ
　　　　　③１,４５３,０００円（Ａ）×４×８０％－４４０,０００円＝４,２０９,６００円

（注）「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」とは、その年中の公的年金等の収入金額がないものと
　　して計算した場合における合計所得金額（繰越損失の控除前の金額）をいいます。

給与等の収入
金額の合計額 給与所得の金額

未　満以　上

1,６２８,０００円

1,８００,０００円

３,６００,０００円

６,６００,０００円
８,５００,０００円

1,８００,０００円

３,６００,０００円

６,６００,０００円

８,５００,０００円 収入金額×９０％－１,１００,０００円
収入金額－１,９５０,０００円

Ａ×４×６０％＋１００,０００円

Ａ×４×７０％－８０,０００円

Ａ×４×８０％－４４０,０００円

以上

５５１,０００円

〔計算例〕　昭和３５年１月１日以前に生まれた人で「公的年金等の収入金額の合計額」が３５０万円、「公的年金等に係る
　　　　　雑所得以外の所得に係る合計所得金額」が１,０００万円以下の場合の公的年金等に係る雑所得の金額
　　　　　　３,５００,０００円×７５％－２７５,０００円＝２,３５０,０００円

（公的年金等の収入金額の合計額×割合）－控除額＝公的年金等に係る雑所得の金額

（４）
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■申告書に係る用語説明 
１ 「総所得金額」とは、事業所得金額から一時所得金額までの合計額から純損失の繰越控除及び雑損失の繰越控除をした後の金額です。（「２所得
金額」の「合計⑫」） 

２ 「総所得金額等」とは、総所得金額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額（申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額（特
別控除前）の合計額を加算した金額）です。 

３ 「合計所得金額」とは、総所得金額等から純損失や雑損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除及び特定の居住
用財産の買換え等の場合の譲渡損失を適用しないで計算した金額です。 

４ 障害者、ひとり親、寡婦、勤労学生、控除対象配偶者又は扶養親族であるかどうかの判定は、令和 6 年 12 月 31 日（年の途中でその人が死亡し
た場合は、死亡した時点）の現況によります。 

５ 事業専従者とは、生計を一にする配偶者や 15 歳以上の親族で、原則として当該年中に 6か月を超える期間、事業に専ら従事した人です。 
※事業専従者控除額（所得税の青色事業申告書を除く。）…次のア、イのいずれか小さい額 
ア　配偶者 86 万円、その他親族 50 万円 
イ　事業所得に係る所得金額÷（事業専従者＋１） 

６ 「同一生計配偶者」とは、前年中の合計所得金額が 48 万円以下で生計を一にする配偶者です。 

令和 7  2   10 

菰野町大字菰野 1234 番地 ミエ タロウ 昭和 25 

6    7  

180,000 

110,000 

2,063,010 
 
 
 
 

1,600,000 
2,450,000 

 
 
 
 
 

1,238,210 
 
 
 
 

950,000 
1,350,000 

 
 
 
 

3,538,210 
180,000 

 
35,000 
10,000 

 
530,000 
330,000 

 
1,230,000 

430,000 
2,745,000 

 
   25,000 

2,770,000 

三重 太郎 
○○○－△△△－×××× 

小売業 

申告日を記入してください。 

令和７年1月 1日時点
の住所地を記入してくだ
さい。 

給与所得の源泉徴収
票、公的年金等の源泉
徴収票を参考に支払金
額を記入してくださ
い。 

障害者控除の適用を受
ける場合は、氏名と障
害の程度を記入してく
ださい。 

所得1,000万円以上の
方で、同一生計配偶者
がいる場合は「□」に
チェックをしてください。
 

非課税限度額等の判定
のため、16歳未満の扶
養親族がいる場合は必
ずご記入ください。 

支払った保険料の金額
を記入してください。 

医療費控除の明細書に基づ
いて、「支払った金額」及
び「保険金など補てんされ
る金額」をご記入くださ
い。 

営業、農業、不動産収
入はこちらに記入して
ください。 

営業、農業、不動産所
得はこちらに記入して
ください（収入から必
要経費等を除いた金額
が所得です）。 

✓ 

申告書の書き方
〈申告書表面〉

（５）

20,000 

三重 次郎 ○ 身体障害１ 

三重 花子 
昭和 34  1   9 

130,000 

三重 次郎 昭和 61 7 14  ✓

✓

✓

✓

 

 
 

 

二男 33 
三重 サクラ 平成 13  11 12 長女 45 

三重 菊 12  10 27 母  45 

三重 五郎 30  4  25  子の子 

135,000           10,000 

○ 



（６）

給与収入がある場合の参考資料              公的年金収入がある場合の参考資料 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 配偶者及び扶養親族と別居している場合は、申告書裏面の「12 別居の扶養親族等に関する事項」を記入してください。 

 
 

三重 太郎 
ミエ  タロウ 

給与     1 600 000    　950000  3 200 000           0 

○ 380 000 1     1  1      1          1  1 

三重 花子 

 

ミエ  ハナコ 
130,000 

ミエ  ジロウ 
三重 次郎 

 
ミエ  サクラ 
三重 サクラ 

 三重 菊 

 

ミエ キク 

ミエ  ゴロウ 
三重 五郎 

 

○×建設 

三重 太郎 
ミエ   タロウ 

２ ４５０  ０００             ０ 

30 000 

国民健康保険税 30,000 円 

所得から差し引かれる金額 

(2)配偶者控除・配偶者特別控除【申告書㉑㉒】 

配偶者控除 
申告者本人の合計所得金額 

900 万円以下 
900 万円超 
～950 万円以下 

950 万円超 
～1,000万円以下 

1,000 万円超 

配偶者の合計所
得金額が 
48 万円以下 

33 万円 
（38 万円） 

22 万円 
（26 万円） 

11 万円 
（13 万円） 

控除なし 

※控除対象配偶者の年齢が 70 歳以上の人（昭和 30 年 1 月 1 日以前に生ま
れた人）の場合、控除額は上記の（ ）内の金額となります。 

※上記の表中「控除なし」の人の場合、（申告書表面）㉑～㉒欄中「同一生
計配偶者（控除対象配偶者を除く。）」にチェックを入れてください。 

配偶者特別控除 
申告者本人の合計所得金額 

900 万円以下 
900 万円超 
～950万円以下 

950 万円超 
～1,000万円以下 

1,000 万円超 

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額 

48 万円超 

～100 万円以下 
33 万円 22 万円 11 万円 控除なし 

100 万円超 

～105 万円以下 
31 万円 21 万円 11 万円 控除なし 

105 万円超 

～110 万円以下 
26 万円 18 万円 9 万円 控除なし 

110 万円超 

～115 万円以下 
21 万円 14 万円 7 万円 控除なし 

115 万円超 

～120 万円以下 
16 万円 11 万円 6 万円 控除なし 

120 万円超 

～125 万円以下 
11 万円 8 万円 4 万円 控除なし 

125 万円超 

～130 万円以下 
6 万円 4 万円 2 万円 控除なし 

130 万円超 

～133 万円以下 
3 万円 2 万円 1 万円 控除なし 

133 万円超 控除なし 控除なし 控除なし 控除なし 

 

(3)寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除【申告書⑰⑱⑲⑳】、
扶養控除【申告書㉓】に該当する場合は、それぞれ以下のとおり控除され
ます。 
控除の種類 控除額 
寡婦控除 下記ひとり親控除に該当しない人で、夫と離婚後婚姻し

ておらず子以外の扶養親族を有する人 
又は夫と死別後婚姻していない人 
（合計所得金額が 500 万円以下の人に限ります） 

26 万円 

(1)基礎控除【申告書㉔】
申告者本人の合計所得金額
2,400 万円以下の場合
2,400 万円超 2,450 万円以下の場合
2,450 万円超 2,500 万円以下の場合

 控除額 
 43

29
15

万円
万円
万円

 

ひとり親控除 扶養親族である子を有する単身者で、合計所得金額が
500 万円以下の人 

30 万円 

勤労学生控除 大学、高等学校などの学生及び生徒で合計所得金額が
75 万円（ただし、給与所得以外の所得の合計額が 10 万
円以下に限ります）以下の人 

26 万円 

障害者控除 あなたやあなたの同一生計配偶者又は扶養親族が障害
者である場合 

26 万円 

 特別障害 心神喪失の常況にある人や児童相談所などにおいて重
度の精神薄弱者と判定された人、身体障害者等級表によ
る１・２級程度の人 

30 万円 

同居特別障害 同一生計配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当
し、あなたやあなたの配偶者、生計を一にする親族のど
なたかとの同居を常況としている人 

53 万円 

扶養親族 あなたと生計を一にする配偶者以外の親族で合計所得
金額が 48 万円以下の人を扶養している場合（ただし、
他の納税義務者の扶養親族となっている場合、事業専従
者の場合は控除の対象となりません）。 
扶養親族：16 歳以上（平成 21 年 1 月 1 日以前生まれ） 

33 万円 

 特定 扶養親族：19 歳以上 23 歳未満（平成14 年 1 月 2 日以
降、平成 18 年 1 月 1 日以前生まれ） 

45 万円 

老人 扶養親族：70 歳以上（昭和 30 年 1 月 1 日以前生まれ） 
 

38 万円 

同居老親等 老人扶養親族のうち、あなたやあなたの配偶者の直系尊
属（父母、祖父母など）で、かつあなたかあなたの配偶
者との同居を常況としている人 

45 万円 

年少 扶養親族：16 歳未満（平成 21 年 1 月 2 日以降生まれ） 
 

控除なし 

 

三重県三重郡菰野町大字菰野1234番地

三重県三重郡菰野町大字菰野1234番地

６ ６ 

100,000



６

（７）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5)社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除【申告書⑬】 
社会保険料控除 

健康保険料・年金保険料などを支払った場合の控除 
 

支払金額＝控除額 

小規模企業共済
等掛金控除 

小規模企業共済法に基づく共済掛金及び心身障害者
扶養掛金を支払った場合の控除（個人型確定拠出年
金：iDeCo など） 

支払金額＝控除額 

(6)生命保険料控除【申告書⑮】 
 生命保険契約や生命共済契約などの保険料を支払った場合の控除 
 （配当金や割戻金があるときは、その金額を差し引いた金額） 
＜新契約＞平成 24 年 1 月 1 日以降に締結した保険契約等 

   

 

 

 

  

  

  

  

＜旧契約＞平成 23 年 12 月 31 日以前に締結した保険契約等 
   

 

 

  

 1 2

保険料の区分 支払った保険料の金額 控除額

旧一般生命保険料

旧個人年金保険料

15,000 円以下 支払った保険料の全額

15,000 円超～40,000 円以下 支払った保険料額× ／ ＋7,500 円

40,000 円超～70,000 円以下 支払った保険料額×1／4＋17,500 円

70,000 円超 定額 35,000 円

 

  

  

＜新契約＋旧契約＞両方がある場合 
 合計適用限度額：70,000 円 

 ＜新契約＞ 新一般生命保険料控除 ＋ 新個人年金保険料控除 ＋ 介護保険料控除 

   ＋   （最高 28,000 円）     （最高 28,000 円）    （最高 28,000 円） 

 ＜旧契約＞ 旧一般生命保険料控除 ＋ 旧個人年金保険料控除 

       （最高 35,000 円）     （最高 35,000 円） 

(7)地震保険料控除【申告書⑯】 
 地震保険契約等に基づいて保険料を支払った場合の控除 
（配当金や割戻金があるときは、その金額を差し引いた金額） 
支払った保険料の区分 支払った保険料の金額 控除額 
①地震保険契約だけの保険料
の場合 

50,000 円以下 支払った保険料の金額×1/2 
50,000 円超 定額 25,000 円 

②旧長期損害保険契約だけの
保険料の場合 

5,000 円以下 支払った保険料の金額 
5,000 円超～15,000 円以下 支払った保険料の金額×1/2＋

2,500 円 
15,000 円超 定額 10,000 円 

③地震保険契約と旧長期損害
保険契約との両方の保険料
の場合 

 ①、②それぞれ計算した金額の合
計金額（最高額 25,000 円） 

※「長期損害保険契約」とは、保険期間が10年以上のもので、保険期間満了のときに満期返戻金が支払われるこ

とになっている、かつ、契約始期が平成 18 年 12 月 31 日以前となっている保険契約 

 

所得から差し引かれる金額 
(4)医療費控除【申告書㉗】 
 医療費控除を受けられる場合、医療費控除の明細書を作成してくださ
い（領収証では控除は受けられません）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 健康保険組合等から届く医療費通知の原本を添付してください。 
  また、
してください。 
② 上記①以外の医療費について、明細を作成してください。 
  なお、領収書１枚ごとではなく、「医療を受けた方」、「病院等」ご
とにまとめて記入できます。 
※ 医療費通知に記載された医療費の領収書は収集・保管・添付が不要
となりますが、医療費通知に記載されていない医療費や交通費等につ
いては申告者自身が領収書に基づいて明細書を作成し添付していた
だきます。その場合、領収書は確定申告期限等から５年間保存する必
要があります。 

１５０，０００ 

 

三重 太郎 

 

令和  

 

100,000    100,000     10,000 

 

三重 太郎 

 

○○病院 

 

✓ 20,000        0 

 
三重 菊 

 

□□医院 

 

✓  

 

10,000        0 

 

三重 サクラ 

 
△△薬局 

 

✓ 
5,000        0 

 35,000        0 

 
135,000         10,000 

 135,000 

   10,000 
125,000 

3,538,210 

176,910 
100,000 

25,000 
 

① 

 

令令和和６年年 10 月月 21 日日 

 令令和和 年年 10 月月 31 日日 

 

菰野町発行の「納付済額のお知らせ」をお持ちの方

三重郡菰野町大字菰野1234番地

令和６

社社会会保保険険料料控控除除のの対対象象はは1月月かからら122月月のの納納付付額額
でですすがが、、保保険険内内容容等等のの変変更更にによよりり金金額額のの変変更更がが
生生じじるるここととががあありりまますす。。左左記記のの金金額額がが実実際際のの金金
額額とと異異ななるる場場合合、、領領収収書書ををごご活活用用いいたただだくくかか、、

  

こ
の
明
細
書
は
、申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

医療費通知を基に「１医療費通知に記載された事項」を記入

６

税務課または住民課までお問合せください。

保険料の区分 支払った保険料の金額 控除額

新一般生命保険料

新個人年金保険料

介護医療保険料

12,000 円以下 支払った保険料の全額

12,000 円超～32,000 円以下 支払った保険料額×1／2＋6,000 円

32,000 円超～56,000 円以下 支払った保険料額×1／4＋14,000 円

56,000 円超 定額 28,000 円



 
（８）

円

必 要 経 費

 

10,000  11  110,000 

10,000  13  130,000 

10,000  13  130,000 

10,000  16  160,000 

10,000  19  190,000 

10,000  10  100,000 

10,000   9   90,000 

10,000  12  120,000 

10,000  13  130,000 

10,000  18  180,000 

10,000  16  160,000 

10,000  10  100,000 

 

     1,600,000 

    ○○市××番地 

    ○×建設 

    ***－***－**** 

✓
三重 一郎 父 

・

・

・

日雇（日給）などの給与所得の
ある人で、源泉徴収票のない人
は月ごとの収入をこちらにご記
入ください。 

所得がなかった方はこちらに昨
年の状況をご記入ください。 

営業 2,063,010 824,800

営業、農業、不動産に係る所得
について、こちらにご記入くだ
さい。 

〈申告書裏面〉


